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ポスター掲示場
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	大町町何選挙ポスター掲示場
大町町選挙管理委員会
○この掲示場は、大町町何選挙候補者以外の方は使用できません。
○ポスターは、指定された区画に貼ってください。
○掲示場をこわしたり、ポスターをやぶいたりすると罰せられます。
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備考　1　掲示板は、ベニヤ板（タイプ1、耐水、耐熱質の厚さ6㎜程度のもの）とし、設置期間中の風雨に耐え得る程度のものとする。
2　区画を区分する線の幅は、おおむね1.5㎝とする。
3　1区画の大きさは、縦、横それぞれ42㎝以上とする。
4　既存の構築物を利用して掲示場を設置する場合は、脚を設けないことができる。
